
 

今 月 号 は 、 ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト セ ン タ ー 様 に イ ン タ ビ ュ ー を 行 わ せ て い た だ き ま し た 。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援センター通信 

浦安市障がい者就労 
 

第２７号 ２０２３ 年 6 月 1 日発行 浦安市障がい者就労支援センター 
（浦安市ワークステーション 1F） 

住 所 279-0032 浦安市千鳥 1５-5 

ＴＥＬ 047－304－6200 

ＦＡＸ 047－304－620２ 

✉ urayasu-syurosien@roukyou.gr.jp 

開館日 月曜日～金曜日（祝日を除く） 

開館時間 午前９：００～午後５：3０ 

＜受託事業者＞ 

労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 

浦安市ソーシャルサポートセンター 

多機能型事業所クワトロ Q u a t t r o 

ち ら く 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 

「みんなで作るソーシャルサポートセンター」をキーワードに、プログラムや居場所

の運営等は、職員や利用者の垣根なく提案して作成していくことを心がけています。

「まずは受け止め、断らない」をキーワードに、困りごとや悩みごとに対して、相談

者や支援者のどちらかが頑張るのではなく、一緒に解決していけるよう、ご相談を承

っております。市民のみなさまからの「何でも相談」をお受けしています。平日の 10

時～16時まで、日中の居場所をご提供しています。 

就労継続支援Ａ型事業所アミスタ Amistadではお弁当販売を、自立訓練（生活

訓練）事業所パッソ Passo（利用期間は 2年）では、日常生活に必要なスキルを

身に付けるための練習を、ソーシャル相談支援事業所では、一緒に福祉サービス

などの計画を立て、今後の生活を送るお手伝いを行っています。共通しているこ

とは、自身のペースで就労訓練やお仕事ができる、支え合いながら生きていく、

一緒に生活を組み立てる環境作りをして行くことを目標にしています。 

ご自宅に看護師が訪問し、主には体調管理や服薬管理、その他日々の困りごとや不安に思っていること

など、その方の望む生活や目標に向かって一緒に考えながら必要な援助をご提供します。医療的なケアが

主なサービスではありますが、医療面だけではなくその人の生活をまるごと支援できるようなサービス提

供を心がけています。 

３ つ の 事 業 所 が あ る ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト セ ン タ ー （ Ｓ Ｓ Ｃ ） 

大切にしていること、皆さんへのメッセージ 

ＳＳＣのすべての事業所が、法人の目指す「どんな障害があっても、高齢になって

も、住み慣れた地域で安心して暮らせること」という目標から、①まずは受け止め、

断らない支援  ②たらい回しにせず、丸投げしない支援 ③寄り添い、伴走型の支援 

④地域をフィールドにしたアウトリーチ（支援が必要な方に来ていただくのではな

く、支援者が必要とされているところに向かうこと）型支援 ―４つの支援を実践して

いくことを心がけています。  
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人気のハンバーグ弁当 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初診日に加入していた年金 申請先 

国民年金（第１号被保険者） 

（自営業、フリーター、学生） 
市区町村 

国民年金未加入（20 歳前に初診日がある

人・60歳以後に初診日がある人） 
市区町村 

国民年金（第３号被保険者） 

（厚生年金に加入している配偶者に扶養

されている人） 

年金事務所 

厚生年金および国民年金 

（第２号被保険者） 
年金事務所 

共済年金に加入していた方 
各共済組合 

の窓口 

アクセス 

公共交通機関 舞浜駅南口より東京ベイシティバス２０系統千鳥線（バス乗車１０分） 

舞浜 行（千鳥循環） 千鳥西 行 クリーンセンター 行 クリーンセンター下車 徒歩７分 

※ 千 鳥 車 庫 行 の バ ス は ク リ ー ン セ ン タ ー バ ス 停 に は 停 車 し ま せ ん 。 

 

新型コロナウイルス感染症対策について 

咳エチケットの観点から、職員はマスクを着用するようにし

ております。 

自宅で検温の上、来所をお願いいたします。 

※37.5℃以上の発熱等の風邪症状がある場合は、来所を控え

てください。 

マスクの着用と来所および退所時に、手指の消毒のご協力を

お願いいたします。 

面談および講座の運営は、ソーシャルディスタンスを保ち実

施しております。 

支援センターまでのアクセス 

  障害年金について 制度講座 

障害年金は病気やけがによって働けないときに受け取ることができます。 

生活の困難さ（病状や障害の程度）によって、１～３級に等級が分かれ年金の支給額も変わってきます。 

 

１、初診日が被保険者期間等にある 

  

 

初診日 

初めてお医者さんに

診てもらった日 

 

障害認定日（治った日） 

初診日から１年６カ月を経過した日。またはその病

気やけが治った（症状が固定した）場合はその日 

１年６カ月 

障害基礎年金 

障害厚生年金 

申請先 
障害年金サポートうらやす 

障害年金の請求などの相談が

できる浦安市内、近隣で開業し

ている社会保険労務士の有志団

体。毎月、第４日曜日に浦安市

役所の市民活動センターにて、

「障害年金の無料相談会」を実

施しています。 

無料相談は、事前予約が必要

なため、下記ホームページから

お問い合わせ下さい。 

https://support-urayasu.com/ 

3 の 要 件 

① 被保険者期間は、国民年金または厚生年金に加入

している期間。 

② 20歳前または 60歳以上 65歳未満で国内に居住し

ている期間。 

２、保険料の納付要件を満たしている 

① 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期

間が３分の２以上あること。 

② 初診日において 65歳未満であり、直近の１年間に 

保険料の未納期間がないこと。 

※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合

は、納付要件は不要。 

３、一定の障害の状態にある 

① 障害認定日に、障害の状態が法令で定める障害の程

度に該当すること。 

② 障害認定日後に、65歳になるまでに障害の状態が法

令で定められた状態に該当すること。 


